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「
鹿
屋
肝
属
地
区
の
脳
卒

中
医
療
の
現
状
を
語
る

会
」
を
開
催

●
日
時
＝
４
月
24
日
（
土
）　

14
時
30
分
〜

●
場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

３
階
ホ
ー
ル

●
対
象
者
＝
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

●
内
容

○
講
演
会

　

演
題
＝
脳
卒
中
に
負
け
な
い

た
め
に

　

講
師
＝
西
牟
田 

洋
介 

氏

　
（
鹿
屋
医
療
セ
ン
タ
ー
脳
神

経
外
科
部
長
）

　

演
題
＝
鹿
屋
肝
属
地
区
に
お

け
る
各
医
療
機
関
の
役
割

　

講
師
＝
諸
木 

浩
一 
氏
（
徳

田
脳
神
経
外
科
病
院
院
長
）

○
意
見
交
換
会

●
入
場
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

脳
卒
中
を
考
え
る
会
事
務
局

☎
０
９
９
４-

44-

１
１
１
９

「
桜
島
の
火
山
活
動
に
つ

い
て
の
講
演
会
」
を
開
催

　

鹿
屋
商
工
会
議
所
で
は
、
活

発
な
活
動
が
続
い
て
い
る
桜
島

の
火
山
活
動
に
つ
い
て
の
講
演

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

が
始
ま
り
ま
す

〜
も
う
一
度 

よ
く
見
て
渡
ろ

う 
手
を
上
げ
て
〜

　

４
月
６
日
（
火
）
か
ら
15
日

（
木
）
ま
で
の
10
日
間
、「
春
の

全
国
交
通
安
全
運
動
」
が
全
国

一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

市
内
の
平
成
21
年
中
の
交
通

事
故
は
、
対
前
年
比
12
人
増
加

の
14
人
が
亡
く
な
る
な
ど
、
多

発
し
ま
し
た
。

　

交
通
事
故
は
、
夕
方
か
ら
夜

間
に
か
け
て
発
生
す
る
こ
と
が

多
く
、
特
に
夜
間
は
車
両
や
人

の
発
見
が
遅
れ
る
た
め
、
重
大

な
事
故
に
な
る
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
は
道
路
の
横
断

等
が
不
慣
れ
な
新
一
年
生
が
小

学
校
へ
通
学
し
ま
す
。
通
勤
等

で
朝
や
夕
方
に
車
を
使
う
ド
ラ

イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
は
特
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
、
家
庭
や
職
場
な
ど

で
交
通
安
全
を
呼
び
か
け
、
事

故
の
な
い
ま
ち
づ
く
り
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
民
課
（
１
階
③
番
窓
口
）

☎
０
９
９
４-

43-

２
１
１
１

内
線
３
１
５
８

※
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

Team
 D
eer Soul Fes

☎
０
９
０-

４
５
８
３-

９
５
９
７

日ひ
え
だ枝

神
社
畜
産
祭
り
を
開

催
　

牛
・
馬
の
神
と
し
て
知
ら

れ
「
山
王
ど
ん
」
の
愛
称
で
親

し
ま
れ
て
い
る
日
枝
神
社
で
恒

例
の
畜
産
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま

す
。

　

血
統
書
付
子
牛
や
特
産
品
等

が
当
た
る
抽
選
会
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ
さ

い
。

●
日
時
＝
４
月
11
日
（
日
）　

10
時
〜

●
場
所
＝
日
枝
神
社
（
輝
北
町

市
成
）

【
問
い
合
わ
せ
】

輝
北
町
商
工
会

☎
０
９
９-

４
８
６-

１
１
７
１

●
日
時
＝
４
月
12
日
（
月
）　

14
時
〜
15
時

●
場
所
＝
鹿
屋
商
工
会
議
所
会

議
室

●
講
演
会

　

演
題
＝
桜
島
昭
和
火
口
噴
火

の
現
状
と
今
後
の
見
通
し

　

講
師
＝
井
口 

正
人 

氏

　
（
京
都
大
学
防
災
研
究
所
付

属
火
山
活
動
研
究
セ
ン
タ
ー

准
教
授
）

●
聴
講
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
商
工
会
議
所
振
興
二
課

☎
０
９
９
４-

42-

３
１
３
５

「D

デ
ィ
ア

eer S

ソ
ウ
ル

oul F

フ
ェ
ス

es

」
を
開
催

　

音
楽
ラ
イ
ブ
や
大
隅
の
美
味

し
い
食
を
堪
能
で
き
る
大
隅

フ
ー
ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
家
族
で

楽
し
め
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
を
行
う
「D

eer Soul Fes

」

を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
開
催
日
時
＝
４
月
30
日（
金
）

12
時
〜

※
音
楽
ラ
イ
ブ
は
17
時
〜

●
会
場
＝
大
隅
湖
水
辺
ス
テ
ー

ジ
●
入
場
料
＝
無
料

※
音
楽
ラ
イ
ブ
は
前
売
チ
ケ
ッ

ト
（
４
，
０
０
０
円
）
が
必

要
で
す
。

　法務局と鹿屋人権擁護委員協議会では、毎年「特設人権相談所」を開設しています。平成 22 年度は、下
記のとおり開設を予定しています。家庭内の問題、財産、相続、多重債務、差別、いじめなどの問題でお困
りの人は、お気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

【問い合わせ】鹿児島地方法務局鹿屋支局　☎ 0994-43-6790

開  設  日 施  設  名
４月 12 日（月） 串良ふれあいセンター
４月 13 日（火） 高隈地区交流センター

６月１ 日（火）

市中央公民館
コミュニティセンター吾平振興会館
串良ふれあいセンター
輝北総合福祉センター

７月 12 日（月） 市中央公民館
８月 10 日（火） 市中央公民館

８月 11 日（水）
コミュニティセンター吾平振興会館
串良ふれあいセンター

９月10 日（金） 輝北総合福祉センター
10 月 ８日（金） コミュニティセンター吾平振興会館
10 月 12 日（火） 市中央公民館
11 月 11 日（木） 市中央公民館

12 月１ 日（水）
コミュニティセンター吾平振興会館
串良ふれあいセンター
輝北総合福祉センター

12 月３ 日（金） 市中央公民館
２月９ 日（水） 市成出張所
２月 10 日（木） 市中央公民館
３月 11 日（金） 市中央公民館

●日程　※開設時間＝ 10時～ 15時
委  員  名 住  所 電  話  番  号

西馬場　孝 寿７丁目 ☎ 0994-43-1829

箱田　牧子 田淵町 ☎ 0994-48-2679

畠野　勝昭 西原２丁目 ☎ 0994-43-5387

本村　ヤス子 串良町上小原 ☎ 0994-63-4922

福田　芳子 寿４丁目 ☎ 0994-43-2587

柿元　洋子 新生町 ☎ 0994-43-2018

杉本　五男 吾平町上名 ☎ 0994-58-7208

西薗　美恵子 古里町 ☎ 0994-46-5477

渡邉　正人 下高隈町 ☎ 0994-45-3222

小倉　　均 串良町細山田 ☎ 0994-62-3242

重田　嘉康 輝北町市成 ☎ 099-485-1512

大塚　　守 串良町岡崎 ☎ 0994-63-0006

●人権擁護委員　　　　　 平成 22年３月１日現在

　なお、法務局では、月曜日から金曜日まで祭日
を除く毎日、相談所を開設しています。詳しくは
お問い合わせください。

「特設人権相談所」開設のお知らせ「特設人権相談所」開設のお知らせ「特設人権相談所」開設のお知らせ「特設人権相談所」開設のお知らせ

【問い合わせ】市都市政策課（4階）　☎ 0994-31-1130

　屋外広告物が無秩序に設置されると、まちの美観はもとより、事故などの問題も発生します。そのため、
屋外広告物の設置には、ルールが定められています。
　屋外広告物のルールについて、ご理解とご協力をお願いします。

道路標識

歩道柵

電話ボックス

街
路
樹

郵
便
ポ
ス
ト

消
火
栓

電柱
街灯柱

屋外広告物はルールを守って設置しましょう屋外広告物はルールを守って設置しましょう

設置には許可が必要
　屋外広告物を設置するには、あらかじめ許可が
必要です。
　また、自分の店舗や会社に表示する店舗名や会
社名などの広告物も、一定の表示面積を超える場
合は許可が必要です。

手数料
　広告物の種類と大きさで手数料は決まります。

※ 許可申請、手数料の額など、詳しくは、お問い
合わせください。

屋外広告物とは
　屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して
屋外で公衆に表示されるもの」で、広告塔、屋上
広告、壁面看板、野立看板、電柱広告、はり紙、
はり札などのことです。

屋外広告物の禁止物件
　次のような物件には、地域に関係なく、原則と
して広告物を表示、設置することはできません。

　禁止物件（右図参照）
　 　街路樹、信号機、道路標識、電柱、橋、
　　トンネル、分離帯、道路上のさく、消火栓、
　　郵便ポスト、電話ボックス、銅像、記念碑、
　　街灯柱　など

　違反した場合は、罰則が適用される場合があり
ます。また、違反広告物として、市が除却するこ
とができます。


